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は
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十
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養
蜂
振
興
法
施
行
細
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（
書
類
の
様
式) 

第
一
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

養
蜂
振
興
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書 

様
式
第
一
号 

二 

法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書 
様
式
第
二
号 

三 

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
書 
様
式
第
三
号 

四 

法
第
九
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書 

様
式
第
四
号 

（
書
類
の
経
由
機
関) 

第
二
条 

前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
住
所
地
を

管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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則 
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則
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  埼
玉
県
規
則
第
八
十
五
号



様式第１号（第１条関係） 

蜜 蜂 飼 育 届 

 
                                年  月  日 

 （宛先） 
       埼玉県知事  
 
                   住   所 
                   氏名又は名称 
                   及び代表者氏名                             ○印  

電 話 番 号 

 

  養蜂振興法第３条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

                    

 

１    年 月 日現在蜜蜂飼育状況 

飼 育 場 所 飼 育 蜂 群 数 

  

  

２    年蜜蜂飼育計画 

飼 育 場 所 飼 育 予 定 
最大計画蜂群数 

飼 育 期 間 

  月 日から   月   日まで 

  月   日から   月   日まで 

  月   日から   月   日まで 

  月   日から   月   日まで 

  月   日から   月   日まで 

  月   日から   月   日まで 

備考 

１ 氏名（法人にあっては、代表者氏名）を自署することにより、押印を省略すること

ができます。 

２ 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号を記入してください。 



様式第２号（第１条関係） 

蜜 蜂 飼 育 変 更 届 

 
                               年  月  日 

 （宛先） 
       埼玉県知事  
 
                   住   所 
                   氏名又は名称 
                   及び代表者氏名                             ○印  

電 話 番 号 

 

  養蜂振興法第３条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

                    

 

１ 氏名又は名称及び住所 

 氏名又は名称 住  所 

変更前   

変更後   

 

２    年 月 日現在蜜蜂飼育状況 

 飼 育 場 所 飼 育 蜂 群 数 

変更前   

変更後   

  

３    年蜜蜂飼育計画 

 飼 育 場 所 
飼 育 予 定 
最大計画蜂群数 

飼 育 期 間 

変更前 

  月 日から   月   日まで 

  月   日から   月   日まで 

  月   日から   月   日まで 

変更後 

  月   日から   月   日まで 

  月   日から   月   日まで 

  月   日から   月   日まで 

備考 

１ 氏名（法人にあっては、代表者氏名）を自署することにより、押印を省略すること

ができます。 

２ 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号を記入してください。 



様式第３号（第１条関係） 

蜜 蜂 転 飼 許 可 申 請 書 

 
                               年  月  日 

 （宛先） 
       埼玉県知事  

 
                   住   所 
                   氏名又は名称 
                   及び代表者氏名                             ○印  

電 話 番 号 

 

  養蜂振興法第４条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

                    

 

転飼しよう 

とする場所 

左の土地所有者の 

住所及び氏名又は 

名称及び代表者氏名 

最大計画 

蜂 群 数 
転飼期間 

飼 育 者 の 住 所 

及び氏名又は名称

及び代表者氏名 

   
月   日から 

月   日まで 
 

   
月   日から 

月   日まで 
 

   
月   日から 

月   日まで 
 

   
月   日から 

月   日まで 
 

   
月   日から 

月   日まで 
 

備考 

１ 氏名（法人にあっては、代表者氏名）を自署することにより、押印を省略すること

ができます。 

２ 電話番号は、常時連絡が取れる携帯電話等の番号を記入してください。 



様式第４号（第１条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

養蜂振興法抜粋 
 

（報告及び立入検査） 
第９条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者
に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の
事務所、事業所その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況若しくは
巣箱、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが
できる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも
のと解釈してはならない。 
 

第１３条 第９条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、
１０万円以下の罰金に処する。 

 

第   号  

立 入 検 査 証 

所 属          

氏 名          

年  月  日生 

上記の者は、養蜂振興法第９条第１項の規定による立入検査を行う権

限を有する職員であることを証明する。 
 

年  月  日 

埼玉県知事           □印   

8.5cm 

5.5cm 

写 

真 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
九
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
結 

三 

代
表
者
の
氏
名 

米
倉 

三
仁 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
和
光
市
新
倉
一
丁
目
十
七
番
十
九
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
、
厳
し
い
養
育
環
境
に
あ
る
、
全
て
の
子
ど
も
に
対

し
、
安
全
、
安
心
な
環
境
を
提
供
す
る
と
共
に
望
ま
し
い
支
援
を
行
い
、
よ
り
良
い
発
達
を
保

証
し
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
五
十
八
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
イ
ノ
セ
ン
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

清
水 

義
昭 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
入
間
市
扇
町
屋
五
丁
目
五
番
十
七
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
一
人
ひ
と
り
が
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
づ
く
り
を

め
ざ
し
、
多
様
な
地
域
生
活
支
援
活
動
を
行
い
、
も
っ
て
障
害
者
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
五
十
九
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｍ
Ｃ
Ａ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

渡
邉 

朋
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
笠
原
一
丁
目
四
番
一
号 

宮
代
町
役
場
庁
舎
内 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
地
域
の
人
々
の
自
発
的
な
活
動
や
自
己
実
現
を
支
援
・
啓
発

す
る
事
業
や
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
そ
の
他
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
豊
か
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
と
社
会
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
け
る
中
間
支
援
事
業
を
通
じ
、
豊
か
な
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
形
成
と
社
会
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備

え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
九
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人Green Leaf

わ
か
ば 

三 

代
表
者
の
氏
名 

小
泉 

淑
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
本
庄
市
四
季
の
里
三
丁
目
二
番
七
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
人
々
に
対
し
て
、
生
涯
を
通
じ
て
安
心
と
安
全
な
生
活
が
送

れ
る
よ
う
人
々
の
意
識
向
上
の
促
進
及
び
支
援
す
る
事
業
を
行
い
、
将
来
に
希
望
を
持
っ
て
生

き
て
い
け
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
し
、
未
来
の
子
ど
も
た
ち
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民

生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.

saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
秩
父
盆
地
野
球
振
興
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

島 

守 

英 

也 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿
野
町
小
鹿
野
千
八
百
十
五
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
秩
父
地
域
に
お
い
て
、
野
球
全
般
に
わ
た
る
事
業
を
推
進
し
、
地
域
経
済
の

発
展
及
び
青
少
年
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十
二
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十
三
号



１ 購入等件名及び数量 

埼玉県職員出退勤管理システム機器賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県総務部人事課管理担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成24年12月25日 

４ 落札者の氏名及び住所 

日立キャピタル株式会社 

東京都千代田区飯田橋２丁目18番２号 

５ 落札金額 

51,840,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成24年11月13日 



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
二
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
一
部

解
除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
八
潮
市
大
字
南
後
谷
字
粒
田
北
六
十
九
番
一
の
一
部
、
六
十
九
番

二
の
一
部
、
六
十
九
番
三
の
一
部
、
九
十
四
番
十
三
の
一
部
、
九
十
四
番
十
四
の
一
部
、
九
十

九
番
一
の
一
部
、
二
百
二
十
六
番
二
の
一
部
、
二
百
二
十
七
番
一
の
一
部
及
び
二
百
三
十
三
番

三
の
一
部
） 

二 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十
四
号



B C

1

A

2

E

F

D

H IG J

3

4

5

6

7

20m0m 10m 30m

69-1

94-2

94-1

69-3

94-13

69-2

94-15

227-1

99-1

226-2

233-3

1

2

3

4

5

6

7

は「八潮市大字南後谷字粒田北」以降に続く地番を表します

起点
72
.6
°

起点

起点は、埼玉県八潮市南後谷字

粒田北233-3の敷地境界の最北端

格子の回転角度 72.6度

起点を通り、東西方向及び南北

方向に引いた線並びにこれらと

凡例

として残る区画

平行して10m間隔で引いた線に

より構成される格子を、起点を

支点に右方向に回転させた角度。

別図

94-14

形質変更時要届出区域

が解除される区画
形質変更時要届出区域



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
新
座
市
中
野
一
丁
目
千
九
百
八
十
二
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物 

 

質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十
五
号





告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 
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一 指定医療機関 

名 称 開 設 者 所 在 地 指 定 年 月 日 

医 療 法 人 樹 潤 会  う め だ ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 樹 潤 会 児 玉 郡 美 里 町 広 木 ９ ７ ０ 平成 24年 11 月 1 日 

医療法人社団康裕会 かとう泌尿器科クリニック 医 療 法 人 社 団 康 裕 会 上 尾 市 中 分 １ － ２ ７ － ９ 平成 24年 11 月 1 日 

八 木 医 院 医 療 法 人 久 寿 会 戸 田 市 中 町 １ － ２ － １ 平成 24年 11 月 1 日 

永 山 医 院 永 山  厚 載 戸田市新曽２２３１第２芦原マンション１０３ 平成 24年 11 月 7 日 

医 療 法 人 尚 寿 会  大 生 水 野 ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 尚 寿 会 狭 山 市 水 野 ４ ９ － １ ９ 平成 24年 12 月 1 日 

医 療 法 人 社 団 有 仁 会  三 郷 駅 前 診 療 所 医 療 法 人 社 団 有 仁 会 三 郷 市 三 郷 ２ － ３ － １ 平成 24年 10 月 1 日 

医療法人社団広優会 かとう整形外科・リハビリテーション科 医 療 法 人 社 団 広 優 会 志木市本町５－２２－２９志木家具センタービル１階 平成 24 年 11 月 1 日 

あ い か わ 循 環 器 内 科 ・ 内 科 相 川  大 朝 霞 市 根 岸 台 ６ － ３ － ３ ４ 平成 24年 11 月 1 日 

段 塚 ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 昭 桜 会 入 間 市 下 藤 沢 ３ ６ ８ － ３ 平成 24年 11 月 1 日 

医療法人鴻隆会 湯本フラワー通りクリニック 医 療 法 人 鴻 隆 会 鴻 巣 市 市 ノ 縄 ２ ７ － ５ 平成 24年 11 月 1 日 

山 川 整 形 外 科 医 療 法 人 真 尋 会 川口市幸町２－８－３８幸町医療ビル１０１ 平成 24年 11 月 1 日 

医療法人社団ハーティ友育 Tie おかだこどもの森クリニック  医療法人社団ハーティ友育 Tie 春 日 部 市 藤 塚 三 本 木 １ ２ ２ ５ － １ 平成 24年 11 月 1 日 

医 療 法 人 陽 名 会  宮 城 内 科 ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 陽 名 会 北 葛 飾 郡 杉 戸 町 清 地 ４ － １ ０ － ２ ４ 平成 24年 11 月 1 日 

町 野 皮 ふ 科 医 療 法 人 ソ ラ ミ ル 坂 戸 市 に っ さ い 花 み ず 木 ３ － １ ５ － １ ３ 平成 24年 11 月 1 日 

ひ ま わ り 内 科 医 療 法 人 社 団 七 宝 会 富士見市鶴馬２５９０－１みんなの住まい館１階 平成 24年 11 月 1 日 



き た ず み 内 科 ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 社 団 翔 風 会 越谷市赤山町２－２３５－１メディトピア赤山貸しビル１階 平成 24 年 11 月 1 日 

越 谷 駅 前 ク リ ニ ッ ク 永 松  仁 越谷市弥生町１７－１越谷ツインシティＡシティ３０１－１ 平成 24 年 12 月 1 日 

あ お や ぎ ク リ ニ ッ ク 青 栁  佳 樹 狭 山 市 広 瀬 ２ － ４ － ２ ０ 平成 24年 12 月 1 日 

医療法人社団桜歯友会 戸田サクラ歯科 医 療 法 人 社 団 桜 歯 友 会 戸 田 市 上 戸 田 ４ － １ ０ － ７ － １ ０ ２ 平成 24年 11 月 1 日 

竹 内 歯 科 医 院 竹 内  英 明 富 士 見 市 鶴 瀬 東 １ － １ ０ － ４ ３ 平成 24 年 8 月 1 日 

え じ ま 歯 科 ク リ ニ ッ ク 江 島  康 弘 吉 川 市 美 南 ３ － ２ － １ 平成 24年 11 月 1 日 

あ さ ひ 歯 科 医 院 篠 田  隆 司 蓮 田 市 西 城 ２ － １ ３ ７ 平成 24 年 4 月 1 日 

ニ コ 歯 科 ク リ ニ ッ ク 西 野  勝 川口市栄町３－５－１川口ミツワビル３階 平成 24年 11 月 1 日 

ま ゆ み 矯 正 こ ど も 歯 科 田 中  真 弓 八 潮 市 大 瀬 ７ ３ ０ － １ － １ 階 平成 24年 11 月 1 日 

医療法人社団康寧会 Ｋ歯科クリニック 医 療 法 人 社 団 康 寧 会 深 谷 市 国 済 寺 ５ ２ ２ － ７ 平成 24年 12 月 1 日 

医 療 法 人 社 団 洋 仁 会  ア リ オ 鷲 宮 歯 科 医 療 法 人 社 団 洋 仁 会 久 喜 市 久 本 寺 谷 田 ７ － １ ア リ オ 鷲 宮 １ 階 平成 24年 11 月 1 日 

あ し た ば 歯 科 医 院 吉 田  清 輝 越 谷 市 南 越 谷 ２ － ５ － ６ ７ 平成 24年 11 月 1 日 

マ リ ン デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 石 黒  雄 人 越 谷 市 蒲 生 ３ － １ ７ － １ ２ 平成 24年 10 月 17 日 

と く い ず み 歯 科 医 院 徳 泉  美 佐 越 谷 市 大 泊 ７ ３ ６ － ６ 平成 24年 10 月 1 日 

け ん と 歯 科 医 療 法 人 洛 鳳 會 ふ じ み 野 市 鶴 ケ 岡 ５ － １ － ８ 平成 24年 11 月 1 日 

医療法人社団Ａ．ＴＥＫあおいデンタルクリニック 医 療 法 人 社 団 Ａ ． Ｔ Ｅ Ｋ 蓮 田 市 見 沼 町 １ ５ － ２ 平成 24年 11 月 1 日 

さ い と ー 薬 局 株 式 会 社 大 暉 富 士 見 市 鶴 馬 ２ － ２ ０ － ３ 平成 24年 11 月 1 日 



フ ァ ミ リ ー 薬 局 小 川 店 株式会社エスシーグループ 比 企 郡 小 川 町 小 川 １ ５ ２ ０ － ４ 平成 24年 11 月 1 日 

ひ ま わ り 薬 局 東 所 沢 株式会社ＮＡＲＳコーポレーション 所 沢 市 本 郷 ２ ７ ０ － ５ 平成 24年 11 月 1 日 

河北調剤株式会社 さくら薬局蓮田駅前店 河 北 調 剤 株 式 会 社 蓮 田 市 東 ５ － ３ ９ ５ ０ 平成 24年 11 月 1 日 

ワ タ キ ュ ー 薬 局 小 手 指 店 株 式 会 社 フ ロ ン テ ィ ア 所 沢 市 小 手 指 町 １ － ６ － ２ ０ ５ 平成 24年 11 月 1 日 

ド ラ ッ グ セ イ ム ス 柳 崎 １ 丁 目 薬 局 株 式 会 社 富 士 薬 品 川 口 市 柳 崎 １ － ３ ０ － ３ 平成 24年 12 月 1 日 

ド ラ ッ グ セ イ ム ス 西 武 ひ ば り ヶ 丘 薬 局 株 式 会 社 富 士 薬 品 新 座 市 栗 原 ５ － １ ２ － １ ７ 平成 24年 12 月 1 日 

そ ら 薬 局 株 式 会 社 そ ら 調 剤 薬 局 桶 川 市 若 宮 ２ － ２ ９ 平成 24年 10 月 1 日 

パ ル 薬 局 朝 霞 駅 前 店 株 式 会 社 パ ル ・ オ ネ ス ト 朝 霞 市 本 町 ２ － ４ － ２ ４ 平成 24年 12 月 1 日 

ほ ほ え み 薬 局 株 式 会 社 ア ル ゴ 所 沢 市 星 の 宮 １ － １ ７ － ９ 煉 瓦 館 １ 階 平成 24年 11 月 1 日 

エ ミ カ 薬 局 埼玉スカイテック株式会社 和 光 市 諏 訪 ４ － １ １ 平成 24年 11 月 1 日 

フ ァ イ ン 薬 局 本 庄 日 の 出 株式会社ファインファーマシー 本 庄 市 日 の 出 ２ － ２ － ９ 平成 24年 12 月 1 日 

み つ ば 薬 局 越 谷 ツ イ ン シ テ ィ 店 薬 樹 株 式 会 社 越谷市弥生町１７－１越谷ツインシティＡシティ３０２－１ 平成 24 年 12 月 1 日 

鈴 木 薬 局 株式会社エスシーグループ 越 谷 市 千 間 台 西 １ － ６ ７ ト ス カ ４ 階 平成 24年 11 月 1 日 

ア ッ プ ル 薬 局 松 原 団 地 店 株式会社アップルケアネット 草 加 市 栄 町 ３ － ６ － ２ 平成 24年 12 月 1 日 

ウ エ ル シ ア 薬 局 草 加 原 町 店 ウ エ ル シ ア 関 東 株 式 会 社 草 加 市 原 町 ３ － １ ４ － ４ １ 平成 24年 10 月 1 日 

フ ロ ン テ ィ ア 薬 局 草 加 店 株式会社フロンティアファーマシー 草 加 市 八 幡 町 １ ２ ５ ５ － ３ 平成 24年 12 月 1 日 

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン す ず ら ん 医 療 法 人 社 団 み ず の 会 所 沢 市 中 新 井 ３ － ２ ０ － Ａ １ ０ ４ 平成 14 年 4 月 1 日 



 

二 指定施術者 

氏 名 住 所 名 称 所 在 地 指 定 年 月 日 

堀越 恒一   Ｄ ｏ ｍ ａ ｎ ｉ 整 骨 院 川 口 市 西 川 口 ３ － ３ ４ － １  １ － Ｄ 平成 24 年 4 月 1 日 

成塚 賢一   こ こ ろ 整 骨 院 鴻 巣 市 箕 田 ４ １ ９ １ 平成 24年 10 月 3日 

田中 真次   た な か 接 骨 院 江 戸 川 区 南 小 岩 ４ － ５ － ２ ９ 平成 24年 12 月 1日 

木下 智雄   き の 整 骨 院 草 加 市 谷 塚 町 ８ ２ ４ － ９ 平成 24年 10 月 1日 

花山 美保   高 尾 第 一 接 骨 院 八 王 子 市 初 沢 町 １ ２ ２ ７ － ９ 平成 24年 12 月 1日 

飯 島  弘   桜 花 整 骨 院 幸手市中１－５－８斉藤ビル１階Ａ号室 平成 24 年 10 月 30 日 

鹿庭  貴彦   と も え 整 骨 院 世 田 谷 区 池 尻 ３ － １ ３ － ２ 平成 24 年 10 月 29 日 

望月  智秋   な ご み 鍼 灸 接 骨 院 所 沢 市 久 米 １ ９ ７ ８ － １ 平成 24 年 12 月 28 日 

栁原  一穂   ほ が ら か 堂 や な ぎ は ら 治 療 院 北 足 立 郡 伊 奈 町 小 針 新 宿 ２ ７ ６ － ９ 平成 24年 12 月 1日 

入  公 平   大 進 堂 鍼 灸 按 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 会 本 庄 市 朝 日 町 ２ － １ ３ － １ ９ 平成 24年 12 月 1日 

丹 下  誠   丹 下 長 生 療 院 越谷市南越谷５－３－１８キャピタル南越谷３－Ａ  平成 24年 12 月 1日 
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名 称 変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

医療法人社団緑成会 新座むさし野クリニック 名 称 医療法人社団緑成会 わかばクリニック 医療法人社団緑成会 新座むさし野クリニック 
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名 称 所 在 地 廃 止 年 月 日 

鈴 木 薬 局 越 谷 市 千 間 台 西 １ － ６ ７ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

段 塚 ク リ ニ ッ ク 入 間 市 下 藤 沢 ３ ６ ８ － ３ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

ひ ま わ り 内 科 富士見市鶴馬２５９０－１みんなの住まい館１Ｆ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン  す ず ら ん 所沢市中新井３－２０スカイマンションＡ１０４ 平 成 1 7 年 3 月 1 日 

宮 城 内 科 ク リ ニ ッ ク 北 葛 飾 郡 杉 戸 町 清 地 ４ － １ ０ － ２ ４ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

八 木 医 院 戸 田 市 中 町 １ － ２ － １ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

朝 日 薬 局 川 口 市 末 広 ３ － ２ － ６ 平 成 2 4 年 8 月 3 1 日 

山 川 整 形 外 科 川口市幸町２－８－３８－１０１ 幸町医療ビル 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

マ リ ン デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 越 谷 市 蒲 生 ３ － １ ７ － １ ２ 平 成 2 4 年 1 0 月 1 6 日 

け ん と 歯 科 ふ じ み 野 市 鶴 ケ 岡 ５ － １ － ８ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

か と う 整 形 外 科 ・ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 志木市本町５－２２－２９志木家具センター１Ｆ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

湯 本 フ ラ ワ ー 通 り ク リ ニ ッ ク 鴻 巣 市 市 ノ 縄 ２ ７ － ５ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

き た ず み 内 科 ク リ ニ ッ ク 越 谷 市 赤 山 町 ２ － ２ ３ ５ － １ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

ス ギ 薬 局 戸 田 下 前 店 戸田市下前２－１－１２ヨークマート下前店内 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

町 野 皮 ふ 科 坂 戸 市 に っ さ い 花 み ず 木 ３ － １ ５ － １ ３ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

お か だ こ ど も の 森 ク リ ニ ッ ク 春 日 部 市 藤 塚 １ ２ ２ ５ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

あ し た ば 歯 科 医 院 越 谷 市 南 越 谷 ２ － ５ － ６ ７ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 



島 津 メ デ ィ カ ル ク リ ニ ッ ク 三 郷 駅 前 診 療 所 三 郷 市 三 郷 ２ － ３ － １ 平 成 2 4 年 9 月 3 0 日 

エ ジ リ 胃 腸 科 吉 川 市 吉 川 １ ６ ０ ３ － ２ 平 成 2 4 年 1 0 月 1 5 日 

株 式 会 社  片 山 薬 局 秩 父 市 中 町 ３ － １ ３ 平 成 2 4 年 9 月 3 0 日 

た か と う 歯 科 医 院 越 谷 市 弥 生 町 １ ２ － ２ ６ 平 成 2 4 年 8 月 3 1 日 

と く い ず み 歯 科 医 院 越 谷 市 大 泊 ７ ３ ６ － ６ 平 成 2 4 年 9 月 3 0 日 

き く 薬 局 熊 谷 市 新 堀 新 田 ５ １ ９ － １ ７ 平 成 2 4 年 1 1 月 3 0 日 

エ ミ カ 薬 局 和 光 市 諏 訪 ４ － １ １ 平 成 2 4 年 1 0 月 3 1 日 

永 山 医 院 戸 田 市 新 曽 ２ ２ ３ １ 平 成 2 4 年 1 1 月 7 日 

株 式 会 社 ア ル フ ァ メ デ ィ ッ ク  寺 田 薬 局 鴻 巣 市 赤 見 台 ４ － ５ － １ ２ 平 成 2 4 年 1 1 月 1 日 
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 サ ー ビ ス の 種 類 指定年月日 

訪問リハビリテーション鴻巣フラワーパレス 鴻 巣 市 市 ノ 縄 ２ ５ ０ － １ 医療法人社団 愛光会 訪問リハビリテーション 平成 24 年 12 月 1 日 

介護予防訪問リハビリテーション 

医療法人社団かいしん会 ますなが医院  富 士 見 市 勝 瀬 ７ ３ ９ － １ 医療法人社団 かいしん会 短 期 入 所 療 養 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 

介護予防短期入所療養介護 

医療法人社団康寧会 立川歯科医院 上尾診療所  上尾市平塚２５１８－１ マルエツ上尾平塚店内  医療法人社団 康寧会 介護予防居宅療養管理指導 平成 24 年 4 月 1 日 

幸 せ の 羽 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 北葛飾郡杉戸町倉松１－１４－２４ 株 式 会 社 幸 羽 介 護 予 防 訪 問 看 護 平成 25 年 1 月 1 日 

リ ハ ビ リ ケ ア さ く ら 坂戸市末広町５－１シャンボールビル１０５ 医 療 法 人 秀 人 会 通所リハビリテーション 平成 24 年 12 月 1 日 

介護予防通所リハビリテーション 

はなみずき 居宅介護支援事業所 草 加 市 青 柳 ６ － ３ ２ － ２ ２ 特定非営利活動法人ハナミズキ介護サービス  居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 10 月 1 日 

フ ロ ン テ ィ ア 薬 局  草 加 店 草 加 市 八 幡 町 １ ２ ５ ５ － ３ 株式会社フロンティアファーマシー 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 12 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

デイサービスセンター フェリス 八幡 草 加 市 八 幡 町 ３ ３ ２ － １ 社会福祉法人草加福祉会 通 所 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

ショートステイ フェリス 八幡 草 加 市 八 幡 町 ３ ３ ２ － １ 社会福祉法人草加福祉会 短 期 入 所 生 活 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 

介護予防短期入所生活介護 

ウ エ ル シ ア 薬 局  草 加 原 町 店 草 加 市 原 町 ３ － １ ４ － ４ １ ウエルシア関東株式会社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 10 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

デ イ サ ー ビ ス  ハ ナ ミ ズ キ 草 加 市 青 柳 ６ － ３ ２ － ２ ２ 特定非営利活動法人ハナミズキ介護サービス  通 所 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 



段 塚 ク リ ニ ッ ク 入 間 市 下 藤 沢 ３ ６ ８ － ３ 医 療 法 人 昭 桜 会 訪 問 看 護 平成 24 年 11 月 1 日 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

介 護 予 防 訪 問 看 護 

介護予防居宅療養管理指導 

たすけあいほっとライフ小川ケアセンター 比 企 郡 小 川 町 腰 越 ４ ６ ９ － １ 特定非営利活動法人たすけあいほっとライフ小川  居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 12 月 1 日 

訪問介護事業所 さわやかライフ熊谷 熊 谷 市 中 央 ２ － ４ ５ － １ ０ ３ 有限会社アートライフ 訪 問 介 護 平成 24 年 12 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

地域密着型介護老人福祉施設熊谷ホーム 熊 谷 市 新 堀 １ １ ４ ０ 社会福祉法人松仁会 地域密着型介護老人福祉施設 平成 23 年 9 月 1 日 

こしがや脳神経外科付属通所リハビリテーション  越 谷 市 蒲 生 寿 町 ５ － ７ 医療法人社団玉恵会 通所リハビリテーション 平成 24 年 10 月 1 日 

介護予防通所リハビリテーション 

あ さ ひ リ ハ ビ リ デ イ サ ー ビ ス 越 谷 市 東 越 谷 １ ０ － ６ ２ 株 式 会 社 さ か い 通 所 介 護 平成 24 年 12 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

デ イ サ ー ビ ス  笑 顔 の 家 越 谷 市 千 間 台 西 ６ － ４ － ２ ４ 株 式 会 社 笑 顔 の 家 通 所 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

みつば薬局越谷 ツインシティ店 越谷市弥生町１７－１ 越谷ツインシティＡシティ３０２－１  薬 樹 株 式 会 社 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 12 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

あ け ぼ し 訪 問 介 護 事 業 所  越 谷 越谷市東越谷３－１８－７多田荘１０１ 株式会社グレートフル 訪 問 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

福 祉 用 具 レ ン タ ル ・ 販 売 む さ し 本 庄 市 朝 日 町 ３ － １ － ４ ０ むさしサービス株式会社 福 祉 用 具 貸 与 平成 24 年 10 月 1 日 



特 定 福 祉 用 具 販 売 

特定介護予防福祉用具販売 

介護予防福祉用具貸与 

秩父薬剤師会在宅介護支援センターすずらん 秩 父 市 寺 尾 １ ４ ４ ７ － ３ 有限会社秩父薬剤師会調剤センター 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 10 月 1 日 

そ ら 鴻 巣 市 小 谷 ７ ０ ８ － １ 合 同 会 社 そ ら 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 12 月 1 日 

あ さ ひ 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 上 尾 市 向 山 ５ ８ ６ － ４ 埼 通 地 所 株 式 会 社 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 12 月 6 日 

平 塚 デ イ サ ー ビ ス 上 尾 市 平 塚 ２ ４ ０ ０ － １ 有限会社ライフネット・ジャパン 通 所 介 護 平成 24 年 9 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

日 赤 前 薬 局 深 谷 市 上 柴 町 西 ５ － ９ － ２ ６ 株 式 会 社 大 慶 堂 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 12 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

デイサービスセンター はなぞの村 深 谷 市 永 田 １ ４ ４ ０ 有 限 会 社 ナ ガ シ マ 通 所 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

エンゼルデイサービスセンター山河 深 谷 市 山 河 ３ １ ０ 社会福祉法人かつみ会 認知症対応型通所介護 平成 24 年 4 月 1 日 

介護予防認知症対応型通所介護 

茶 話 本 舗 デ イ サ ー ビ ス 狭 山 狭 山 市 南 入 曽 １ ０ ６ １ － ５ 株式会社武蔵野茶話サービス 通 所 介 護 平成 24 年 9 月 1 日 

医療法人社団康寧会 Ｋ歯科クリニック  深 谷 市 国 済 寺 ５ ２ ２ － ７ 医療法人社団康寧会 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 12 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 

ケ ア ス テ ー シ ョ ン つ く し 所沢市緑町４－６－６ホワイトハウス２０１ 合同会社ケアステーションつくし 訪 問 介 護 平成 24 年 12 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 



居 宅 介 護 プ ラ ン  む さ し 所 沢 市 山 口 ５ ２ ７ ４ － ２ － １ 合同会社オフィス武蔵 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 11 月 1 日 

居 宅 介 護 支 援 事 業 所  お お ま え 川 口 市 安 行 原 １ ２ ７ １ － １ ３ 株 式 会 社 お お ま え 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 11 月 1 日 

星風会 訪問介護ステーション 川口 川 口 市 上 青 木 １ － ２ ３ － １ １ 社会福祉法人星風会 訪 問 介 護 平成 24 年 10 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

ア リ ス 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 川 口 市 江 戸 ３ － ５ － １ ３ 株式会社あんしんサポート 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 11 月 1 日 

リ ス テ 川 口 市 元 郷 ３ － １ ６ － ２ ３ 有 限 会 社 ア エ ラ 福 祉 用 具 貸 与 平成 24 年 12 月 1 日 

特 定 福 祉 用 具 販 売 

特定介護予防福祉用具販売 

介護予防福祉用具貸与 

オ レ ン ジ ケ ア 川 口 市 芝 ６ ８ ２ ６ 有限会社オレンジケア 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 12 月 1 日 

ハウオリ リハビリデイサービス 入間郡毛呂山町前久保南４－３３－１８ 株式会社ハウオリプロジェクト 通 所 介 護 平成 24 年 12 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

G E N K I  N E X T  東 松 山 東 松 山 市 箭 弓 町 ３ － ４ － １ 株式会社介護ＮＥＸＴ 通 所 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

ヒューマンサポート上里デイサービスセンター  児 玉 郡 上 里 町 七 本 木 ３ ５ １ ８ － １ 株式会社日本ヒューマンサポート 通 所 介 護 平成 24 年 12 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

短 期 入 所 生 活 介 護  リ ー ゾ 白 岡 市 白 岡 １ ０ ２ ５ － ７ 社会福祉法人大樹会 短 期 入 所 生 活 介 護 平成 24 年 11 月 2 日 

介護予防短期入所生活介護 

な ぎ さ 歯 科 ク リ ニ ッ ク 越谷市南越谷４－１３－２０住商第２ビル３階 村 田  拓 也 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 7 月 1 日 



介護予防居宅療養管理指導 

リハビリデイサービス Wellness 桶川 桶川市鴨川２－５－８和楽久桶川１階 社会福祉法人永寿荘 通 所 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

ヘルパーステーション和楽久桶川 桶川市鴨川２－５－８和楽久桶川１階 社会福祉法人永寿荘 訪 問 介 護 平成 24 年 11 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

友 愛 あ さ ひ な 鴻 巣 市 登 戸 ３ ３ ０ 医療法人あさひな会 通 所 介 護 平成 24 年 10 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

居宅介護支援事業所 プチモンド 比 企 郡 嵐 山 町 菅 谷 ６ ９ ０ － １ ０ 一般社団法人プチモンド 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 11 月 1 日 

小 林 病 院 入 間 市 宮 寺 ２ ４ １ ７ 医 療 法 人 一 晃 会 訪問リハビリテーション 平成 24 年 7 月 1 日 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防居宅療養管理指導 

医療法人尚寿会大生水野クリニック 狭 山 市 水 野 ４ ９ － １ ９ 医 療 法 人 尚 寿 会 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 12 月 1 日 

介護予防居宅療養管理指導 
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名 称 変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 機 関 種 別 名 

株 式 会 社  介 護 ぶ れ ー ん 所 在 地 川 口 市 仲 町 ２ － １ ２ 川口市本町１－１４－５ 福 祉 用 具 貸 与 

訪 問 入 浴 介 護 

訪 問 介 護 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 

居 宅 介 護 支 援 

特 定 福 祉 用 具 販 売 

白岡市社会福祉協議会訪問介護事業所 所 在 地 白岡町高岩２１７７－１ 白 岡 市 千 駄 野 ４ ４ ５ 介 護 予 防 訪 問 介 護 

訪 問 介 護 

名 称 白岡町社会福祉協議会訪問介護事業所 白岡市社会福祉協議会訪問介護事業所 訪 問 介 護 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

有 限 会 社  シ ル バ ー ネ ッ ト ワ ー ク 所 在 地 伊奈町栄３－１２－２ 伊奈町小室３３４０－３ 特 定 福 祉 用 具 販 売 

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 

福 祉 用 具 貸 与 

在宅福祉支援推進センター 居宅介護支援事業所  所 在 地 深谷市黒田３４５－１ 深谷市小前田２７９９－５ 居 宅 介 護 支 援 



訪 問 介 護 セ ン タ ー  え が お の 里 所 在 地 深谷市黒田３４５－１ 深谷市小前田２７９９－５ 訪 問 介 護 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

名 称 訪問介護センターえがお 訪問介護センターえがおの里 訪 問 介 護 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  え が お の 里 所 在 地 深谷市黒田３４５－１ 深谷市小前田２７９９－５ 通 所 介 護 

介 護 予 防 通 所 介 護 

名 称 デイサービスセンターえがお デイサービスセンターえがおの里 通 所 介 護 

介 護 予 防 通 所 介 護 

株 式 会 社 ひ ま わ り ケ ア サ ポ ー ト 所 在 地 上尾市上１１７２－１ミレディ会館１F 上尾市小泉４５０－１ 訪 問 介 護 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

株式会社ひまわりケアサポート居宅介護支援事業所 所 在 地 上尾市上１１７２－１ミレディ会館１F 上尾市小泉４５０－１ 居 宅 介 護 支 援 

こ こ ろ 鴻 巣 所 在 地 鴻巣市神明２－６－４メゾンレスペ１０２ 鴻巣市生出塚２－１８－２８ 介 護 予 防 訪 問 介 護 

訪 問 介 護 

さ く ら ・ 介 護 ス テ ー シ ョ ン 北 越 谷 所 在 地 越谷市宮本町２－１８２－４ 越谷市神明町１－６３－１ 訪 問 介 護 

介 護 予 防 訪 問 介 護 

デ イ サ ー ビ ス プ ル メ リ ア 所 在 地 草加市北谷２－２４－３ 川口市安行原２３６４ 通 所 介 護 

名 称 デイサービスにしざわ北谷 デイサービスプルメリア 通 所 介 護 

居 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー プ ル メ リ ア 名 称 居宅介護支援センターにしざわ 居宅介護支援センタープルメリア 居 宅 介 護 支 援 

福祉用具サービスセンタープルメリア 所 在 地 草加市北谷２－３－２４ 川口市安行原２３６４ 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 



特 定 福 祉 用 具 販 売 

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 

福 祉 用 具 貸 与 

名 称 福 祉 用 具 プ ル メ リ ア 福祉用具サービスセンタープルメリア 特 定 福 祉 用 具 販 売 

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 

福 祉 用 具 貸 与 

居宅介護支援事業所  ソラスト北越谷 名 称 きらめいと北越谷 指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所 ソラスト北越谷 居 宅 介 護 支 援 

デ イ サ ー ビ ス  ソ ラ ス ト 北 越 谷 名 称 デイサービス きらめいと北越谷 デイサービス ソラスト北越谷 通 所 介 護 

介 護 予 防 通 所 介 護 
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名 称 所 在 地 サ ー ビ ス の 種 類 廃 止 年 月 日 

段 塚 ク リ ニ ッ ク 入 間 市 下 藤 沢 ３ ６ ８ － ３ 訪 問 看 護 平成 24 年 10 月 31 日 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

ス ギ 薬 局 戸 田 下 前 店 戸田市下前２－１－１２ヨークマート下前店内 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 10 月 31 日 

介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 

デ イ ケ ア セ ン タ ー あ さ ひ な 鴻 巣 市 登 戸 ３ ３ ０ 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 平成 24年 9月 30 日 

介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 

デイサービス あおいそら越生 と き が わ 町 大 字 瀬 戸 元 下 ３ ８ ７ － ３ 通 所 介 護 平成 24年 8月 31 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

訪 問 介 護 サ ー ビ ス 清 雅 園 日 高 市 森 戸 新 田 ９ ９ － ２ 訪 問 介 護 平成 23年 3月 31 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 
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不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

内
科
、
循
環
器
科 

心
臓
血
管
外
科 

脳
神
経
外
科 

神
経
内
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

整
形
外
科 

医
療
法
人
社
団
グ
ロ
リ
ア
会
前
田

病
院 

草
加
市
立
病
院 

春
日
部
市
立
病
院 

順
天
堂
大
学
医
学
部
附
属
順
天
堂

越
谷
病
院 

深
谷
赤
十
字
病
院 

春
日
部
市
立
病
院 

医
療
法
人
社
団
協
友
会
吉
川
中
央

総
合
病
院 

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー
病
院 

医
療
法
人
社
団
協
友
会
吉
川
中
央

総
合
病
院 

狭
山
市
広
瀬
東
三
―
一
四
―
三 

草
加
市
草
加
二
―
二
一
―
一 

春
日
部
市
中
央
七
―
二
―
一 

越
谷
市
袋
山
五
六
○ 

深
谷
市
上
柴
町
西
五
―
八
―
一 

春
日
部
市
中
央
七
―
二
―
一 

吉
川
市
平
沼
一
一
一 

所
沢
市
並
木
四
―
一 

吉
川
市
平
沼
一
一
一 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 

 



  

木
村 

道
雄 

瀬
戸
口 

誠 

田
中 

雅
彦 

安
藤 

正
幸 

長
谷
島 

伸
親 

豊
田 

丈
夫 

吉
野 

篤
範 

  

肝
臓
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

  

内
科 

泌
尿
器
科 

泌
尿
器
科 

外
科 

内
科 

呼
吸
器
内
科 

腎
臓
内
科 

  

埼
玉
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合

会
熊
谷
総
合
病
院 

医
療
法
人
社
団
東
光
会
戸
田
中
央

総
合
病
院 

埼
玉
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合

会
熊
谷
総
合
病
院 

医
療
法
人
三
和
会
東
鷲
宮
病
院 

騎
西
ク
リ
ニ
ッ
ク
病
院 

埼
玉
医
療
生
活
協
同
組
合
皆
野
病

院 獨
協
医
科
大
学
越
谷
病
院 

  

熊
谷
市
中
西
四
―
五
―
一 

戸
田
市
本
町
一
―
一
九
―
三 

熊
谷
市
中
西
四
―
五
―
一 

久
喜
市
桜
田
三
―
九
―
三 

加
須
市
日
出
安
一
三
一
三
―
一 

秩
父
郡
皆
野
町
皆
野
二
〇
三
一
―

一 越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
―
五
〇 

    同 同 同 同 同 同 同 

 



告 
 

示 

  
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

                           

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
七
十
六
号



石
塚 

英
司 

山
口 

真
彦 

木
村 

圭
介 

清
水 

縁 

宮
沢 

知
修 

中
田 

豊 

多
田 

正
弘 

山
﨑 

健
仁 

飯
塚 

秀
樹 

医
師
の
氏
名 

じ
ん
臓
機
能
障
害
、
ぼ
う

こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能

障
害 

視
覚
障
害 

じ
ん
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

肝
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

肢
体
不
自
由 

指
定
障
害
区
分 

医
療
法
人
刀
水
会
斎
藤
記
念
病
院 

獨
協
医
科
大
学
越
谷
病
院 

蕨
市
立
病
院 

医
療
生
協
さ
い
た
ま
生
活
協
同
組
合
埼
玉
協
同

病
院 

医
療
法
人
刀
仁
会
坂
戸
中
央
病
院 

医
療
法
人
社
団
弘
人
会
中
田
病
院 

埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー 

医
療
法
人
社
団
協
友
会
吉
川
中
央
総
合
病
院 

埼
玉
医
科
大
学
病
院 

医
療
機
関
の
名
称 

川
口
市
並
木
四
―
六
―
六 

越
谷
市
南
越
谷
二
―
一
―
五
〇 

蕨
市
北
町
二
―
一
二
―
一
八 

川
口
市
木
曽
呂
一
三
一
七 

坂
戸
市
南
町
三
〇
―
八 

加
須
市
元
町
六
―
八 

北
足
立
郡
伊
奈
町
小
室
八
一
八 

吉
川
市
平
沼
一
一
一 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本
郷
三
八 

医
療
機
関
の
所
在
地 

平
成
二
十
四
年
十
月
九
日 

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日 

平
成
二
十
四
年
九
月
五
日 

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日 

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日 

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日 

辞
退
年
月
日 

 



       

小
原 

功
裕 

窪
田 

公
一 

石
井 
博
泰 

       

じ
ん
臓
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能

障
害
、
肝
臓
機
能
障
害 

肢
体
不
自
由 

       

さ
く
ら
記
念
病
院 

東
松
山
市
立
市
民
病
院 

医
療
法
人
社
団
協
友
会
吉
川
中
央
総
合
病
院 

       

富
士
見
市
水
谷
東
一
―
二
八
―
一 

東
松
山
市
大
字
松
山
二
三
九
二 

吉
川
市
平
沼
一
一
一 

       

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日 

 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

越
谷
ツ
イ
ン
シ
テ
ィ 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
六
百
六
十
八
番
地
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
越
谷
駅
東
口
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
施
設 

 
 

 

（
変
更
後
）
越
谷
ツ
イ
ン
シ
テ
ィ 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
未
定 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

小
濵
裕
正 

 
 

 
 

 
 

 
 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
百
九
十
九
―
一 

外 

計
十
二
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
七
十
七
号



 
 

 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

越
谷
ツ
イ
ン
シ
テ
ィ 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
六
百
六
十
八
番
地
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

駐
車
場
の
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

十
六
か
所 

位
置 

図
面
商
着 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
七
十
八
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

北
武
蔵
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理
事 

田 

島 

兵 

作 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
九
百
九
十
六
番
地 

 

同 
 

小
和
瀬 

 
 

守 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
九
百
五
十
八
番
地 

 

同 
 

中 

島 

正 

勝 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

川 

田 

義 

則 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
七
番
地
一 

 

同 
 

茂 

木 

忠 

男 
 

同 
 

深
谷
市
武
蔵
野
四
百
八
十
九
番
地 

 

同 
 

室 

岡 

虎 

雄 
 

同 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
桜
沢
千
二
百
七
十
六
番
地 

 

同 
 

野 

口 

喜 

良 
 

同 
 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
甘
粕
七
百
十
三
番
地 

 

同 
 

髙 

橋 

忠 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

猪
俣
七
百
八
十
三
番
地 

 

監
事 

関 

谷 

利 

男 
 

同 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
千
二
百
三
十
五
番
地
一 

同 
 

浅 

見 

英 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

末
野
千
四
百
二
十
番
地 

 

同 
 

根 

岸 

利
一
郎 

 

同 
 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
中
里
三
百
十
四
番
地 

 
 二 

退
任 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理
事 

田 

島 

兵 

作 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
九
百
九
十
六
番
地 

 

同 
 

中 

島 

正 

勝 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
千
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

福 

島 

和 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
七
百
七
十
五
番
地 

同 
 

清 

水 

義 

則 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
百
四
十
三
番
地 

同 
 

福 

島 

捷 

介 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

桜
沢
千
三
百
六
十
四
番
地 

同 
 

堀 

内 

道 

善 
 

同 
 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
甘
粕
千
百
十
六
番
地 

 

監
事 

小
和
瀬 

 
 

守 
 

同 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
二
千
九
百
五
十
八
番
地 

同 
 

松 

村 
 

 

高 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

末
野
千
三
十
六
番
地 

 

同 
 

井 

上 

明 

久 
 

同 
 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
中
里
四
百
八
十
四
番
地 

  
 埼

玉
県
告
示
第
千
七
百
七
十
九
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

増
林
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住

所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

就
任 

 
 
 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 
 

 

 

理
事 

 
 

田 

忠 

茂 
 

埼
玉
県
越
谷
市
大
字
増
森
二
千
四
百
八
十
四
番
地 

 

同 
 

 

山 

崎 
 

 

茂 
 

同 
 

同 
 

同 

増
林
五
千
六
百
二
十
一
番
地 

 

同 
 

 

中 

村 

敏 

久 
 

同 
 

同 
 

増
森
二
丁
目
百
九
十
九
番
地 

 

同 
 

 

小 

島 

修 

武 
 

同 
 

同 
 

大
字
増
林
五
百
四
十
四
番
地 

 

同 
 

 

三
ツ
木 

宗 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
同 

三
千
二
百
四
十
番
地 

 

同 
 

 

榎 

本 

恵

 
 

同 
 

同 
 

増
林
一
丁
目
百
八
十
二
番
地 

 

同 
 

 

鈴 

木 
 

 

操 
 

同 
 

同 
 

大
字
増
林
三
千
七
百
六
十
四
番
地 

 

同 
 

 

須 

賀 

啓 

夫 
 

同 
 

同 
 

増
林
二
丁
目
四
百
三
十
八
番
地
一 

 

同 
 

 

石 

井 

孝 

幸 
 

同 
 

同 
 

大
字
増
林
四
千
四
百
六
番
地
三 

 

同 
 

 

小 

島 

初 

治 
 

同 
 

同 
 

増
林
一
丁
目
十
一
番
地 

 

同 
 

 

栗 

原 
 

士 
 

同 
 

同 
 

大
字
増
森
千
八
百
十
七
番
地 

 

同 
 

 

中 

村 

修 

平 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
七
百
一
番
地 

 

同 
 

 

渋 

谷 

誠 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
二
百
八
番
地 

 

同 
 

 

森 

田 

恒 

光 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

 

林 
 

 

榮 

一 
 

同 
 

同 
 

中
島
一
丁
目
七
十
九
番
地 

 

監
事 

 

林 
 

 
 

 

晃 
 

同 
 

同 
 

大
字
増
森
千
八
百
四
番
地 

 

同 
 

 

今 

井 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

同 

増
林
三
千
七
百
二
十
二
番
地
二 

 

同 
 

 

須 

賀 

一 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
六
百
八
十
二
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 

理
事 

 
 

田 

忠 

茂 
 

埼
玉
県
越
谷
市
大
字
増
森
二
千
四
百
八
十
四
番
地 

 

同 
 

 

山 

崎 
 

 

茂 
 

同 
 

同 
 

同 

増
林
五
千
六
百
二
十
一
番
地 

 

同 
 

 

冨 

澤 

和 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

増
森
千
六
百
六
十
三
番
地 

 

同 
 

 

中 

村 

敏 

久 
 

同 
 

同 
 

増
森
二
丁
目
百
九
十
九
番
地 

 

同 
 

 

平 

野 

康 

盛 
 

同 
 

同 
 

花
田
二
丁
目
六
番
地
一 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
号



 

同 
 

 

須 

賀 

啓 

次 
 

同 
 

同 
 

大
字
増
林
三
千
七
百
八
十
一
番
地 

 
同 

 
 

須 

賀 

啓 

夫 
 

同 
 

同 
 

増
林
二
丁
目
四
百
三
十
八
番
地
一 

 
同 

 
 

宮 

川 
 

一 
 

同 
 

同 
 

増
林
三
丁
目
百
七
十
四
番
地 

 

同 
 

 

小 

島 

初 

治 
 

同 
 

同 
 

増
林
一
丁
目
十
一
番
地 

 

同 
 

 
今 

井 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

大
字
増
林
三
千
七
百
二
十
二
番
地
二 

 

同 
 

 

須 
賀 

幹 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

増
森
二
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

 

渋 

谷 
誠 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
二
百
八
番
地 

 

同 
 

 

鈴 

木 

俊 
男 

 

同 
 

同 
 

中
島
一
丁
目
六
十
五
番
地 

 

同 
 

 

関 

根 

洋 

子 
 

同 
 

同 
 

大
字
増
林
三
千
六
百
二
十
番
地 

 

監
事 

 

林 
 

 
 

 

晃 
 

同 
 

同 
 

同 

増
森
千
八
百
四
番
地 

 

同 
 

 

須 

賀 
 

 

操 
 

同 
 

同 
 

同 

増
林
二
千
六
百
四
十
二
番
地 

 

同 
 

 

山 
 

文 

夫 
 

同 
 

同 
 

増
林
三
丁
目
二
百
二
十
二
番
地
一 



告 
 

示 

 
 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
県
営
土
地
改
良
事
業
上
里
西
部
地
区
（
区
画
整
理
事
業
）
の
換
地
計
画
を
平
成
二
十
四
年
十
二

月
二
十
五
日
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
そ
の
換
地
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
一
月
四
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

上
里
町
役
場 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
一
号



告 
 

示 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
六
・
三
十
号 

浦
和
西
口
停
車
場
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
二
丁
目
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
二
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
一
―
三
四
―
〇 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
加
須
市
上
足
種
字
五
番
一
一
八
〇
番
一 

外
八
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

七
十
六
・
〇
三
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
〇
八
〇
六
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
三
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
一
―
十
五
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
竹
間
沢
字
生
出
窪
二
百
五
十
八
番
二 

外
九
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

五
百
四
十
九
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
四
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
二
―
二
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
長
宮
字
上
中
谷
七
百
三
十
六
番
十
五 

外
百
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

六
千
八
百
四
十
・
六
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
聞
を
次
の
と
お
り
公
開
で
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

二 

聴
聞
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
三
番
三
号 

 
 

衛
生
会
館 

五
三
一
会
議
室 

平
成
二
十
五
年

一
月
十
日
午
前

十
時 

 

聴

聞

の

日

時 

株
式
会
社
そ
ご

う
住
宅
セ
ン
タ

ー 

 

被
聴
聞
者
の
商 

号
又
は
名
称 

 
代
表
取
締
役 

 
 

青
木 

武
夫 

被
聴
聞
者
の
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
） 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

北
区
日
進
町
二
丁
目

一
千
六
十
七
番
地 

被
聴
聞
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
六
号



告 
 

示 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館 

施
設
等
の
名
称 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番

地
八 

株
式
会
社
セ
ブ
ン
ド
リ
ー
ム
・

ド
ッ
ト
コ
ム 

代
表
取
締
役 

小
園 

裕
三 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代

表
者
氏
名 

平
成
二
十
四
年
十
二
月

二
十
二
日
か
ら
平
成
二

十
五
年
三
月
二
十
四
日      

ま
で             

 

委
託
期
間 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
七
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道

路
環
境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

秀 

彦 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

越
谷
流
山
線 

三 

道
路
の
区
域



  

  

新
Ｃ 

旧
新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 旧

新
別 

越
谷
市
大
字
大
成
町
七
丁
目
一
九

六
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
東
町

一
丁
目
四
番
一
地
先
ま
で 

  
越
谷
市
大
字
大
成
町
七
丁
目
二
二

九
番
一
地
先
か
ら
吉
川
市
大
字
保

字
上
河
原
五
一
番
一
地
先
ま
で 

   

区 
 

間 

二
五
・
〇
〇
～ 

 
 
 
 
 

三
六
・
二
七 

一
二
・
五
四
～ 

 
 
 
 
 

二
二
・
二
六 

八
・
〇
〇
～ 

五
一
・
八
〇 

八
・
〇
〇
～ 

一
七
・
七
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

六
三
一
・
六
三 

一
七
〇
四
・
九
六 

一
八
四
六
・
七
三 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

新
Ａ
新
Ｂ
の
一
部
が
越
谷
市
・
吉

川
市
に
引
継
ぐ
予
定
。 

 

備 

備 
 

考 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
六
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
〇
一
六
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
○
○
七
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
南
吉
見
字
八
ツ
嶋
一
四
七
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
坂
戸
市
泉
町
三
丁
目
二
六
番
地
五 

リ
―
ブ
・
ロ
ジ
ュ
マ
ン
２
０
１
号
室 

 
 

田
村 

徳
正 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
六
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
〇
四
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
○
○
八
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
江
綱
字
稲
荷
町
一
四
四
八
番
一
、
一
四
四
九
番
二
、
一
四
五
二 

 

番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
保
田
一
七
二
九
番
地
一 

ラ
・
ス
ペ
ラ
ン
ツ
ァ
Ａ
―
２
０
３ 

 

号
室 

 
 

小
高 

直
也 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
六
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
○
○
一
八
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
○
○
八
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
伊
古
字
郷
社
後
一
一
九
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
東
野
四
丁
目
二
三
番
地
三 

マ
ル
シ
ェ
Ⅱ
１
０
４ 

 
 

吉
澤 

弘
樹 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
六
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
〇
〇
六
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
○
○
八
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
谷
口
字
矢
筑
一
六
一
番
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
東
野
二
丁
目
一
二
番
地
五 

シ
ャ
ン
・
ド
・
フ
ル
ー
ル
Ⅰ 

２
０
１ 

 

号
室 

 
 

灰
田 

達
也 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
六
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
〇
〇
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
〇
〇
八
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
高
谷
字
関
下
三
一
六
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
高
谷
三
一
六
番
地
二 

 
 

岡
部 

武
利 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
六
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
〇
一
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
〇
〇
八
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
鎌
形
字
東
上
原
二
二
〇
七
番
三
、
二
二
〇
九
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
志
賀
一
〇
一
四
番
地
七 

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
・
シ
ガ
２
０
１ 

 
 

中
嶋 

弘
行 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
六
十
九
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

意
思
の
表
示
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
10
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
へ
の
加
入
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
針
ヶ
谷
三
ノ
十
二
ノ
六 

新 

澤 

佳 

昭 

三 

建
築
協
定
へ
の
加
入
に
係
る
土
地
の
区
域 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ヶ
丘
二
丁
目
六
百
六
十
四
ノ
八
百
八
十
五 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
七
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
〇
一
〇
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
〇
〇
八
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
上
野
字
小
原
七
三
一
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
入
間
越
生
町
大
字
越
生
七
〇
一
番
地 

 
 

関
根 

武
彦 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
九
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
四
〇
〇
三
〇
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
四
八
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
島
千
九
百
十
番
一
、
千
九
百
十
番
三
、
千
九
百
十
番 

 
 

四
、
千
九
百
十
番
六
、
千
九
百
十
二
番
十 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
千
九
百
十
番
地
一 

 
 

赤
羽 

誠
二 

 

赤
羽 

貴
裕 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
九
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
六
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
四
八
六
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
前
島
四
千
三
百
九
十
二
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
姫
宮
百
三
十
一
番
地
一 

 
 

島
村 

秀
夫 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
九
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
八
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
四
八
七
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
前
島
四
千
三
百
九
十
三
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
清
地
三
丁
目
二
十
四
番
十
八
号 

 
 

福
田 

春
彦 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
九
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
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